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統計局所管の統計調査における今後の民間事業者の活用について 

 
１ 基本的な考え方 

 ○ 公共サービス改革基本方針（平成 19 年 12 月 24 日 （改定）閣議決定）等に基づき、

すべての指定統計調査について引き続き民間開放を推進する。 

 ○ ただし、統計委員会（第４ＷＧ）において指摘のあった以下の調査については、調

査結果の精度が低下した場合、国の統計全体の精度や国政の運営に大きな悪影響が生

じるおそれがあるとされているため、民間開放（民間事業者の活用）の内容について

は慎重かつ十分に検討する。 

   ① 国勢調査、経済センサス 

   ② 経常３調査（労働力調査、小売物価統計調査、家計調査） 

 ○ 上記以外の指定統計調査の民間開放（民間事業者の活用）の内容については、これ

までの民間開放の実績、民間事業者の実情等を踏まえながら、検討する。 

 

２ 今後の民間事業者の活用の方向性 

 （１） 民間事業者の実情を踏まえた柔軟な対応 

   ○ 活用範囲の拡大 

      民間モニター等の活用 

   ○ ＪＶ（共同企業体）の活用 

      複数の企業が一体となって実査業務を包括的に受託する場合も想定 

 

 （２） 既存の施策（地域単位での民間開放）の見直し 

   ○ 民間事業者の創意工夫により、統計の品質の維持・向上と統計調査業務の減量・

効率化等を実現するモデルの検証 

   ○ 調査員調査において民間事業者を活用する場合の留意事項の明確化 

     （調査員の能力・経験、調査員の指導・管理体制等） 

 

 

 

 








